
 

門司植物防疫所福岡支所交渉（全農林労働組合福岡分会）議事要旨 
 
１．日 時：令和８年１月１５日（木）１２：２０～１２：３２ 
 
２．会 場：門司植物防疫所福岡支所会議室 
 
３．出席者：門司植物防疫所福岡支所 野村 幸弘 支所長 

同      大津 昌幸 庶務課長 
全農林労働組合福岡分会 松田 耕平 執行委員 

同      横田 暁子 班長 
 
４．議 題：全農林労働組合福岡分会による要求書回答 

（全農林労働組合福岡分会提出 別添「要求書」） 
 

５．議事概要： 
（大津庶務課長） 
これより、全農林労働組合福岡分会の要求に基づく交渉を開始する。 
本日の交渉に先立ち、国家公務員法第１０８条の５の規定に基づく予備交渉の段階

で取り決めた事項を報告する。 
全農林労働組合福岡分会から提出された要求事項のうち、「新たな労使関係の構築に

関する基本方針について」第３の１の（３）に定められた要件を満たし、交渉対象とす
る事項は 
・「Ⅰ 労働諸条件の改善について」の１の「事前の超過勤務命令の徹底の部分」、「超
過勤務を縮減の部分」、２の「超過勤務縮減策を具体化し着実に実施の部分」、３、４、
５の「ハラスメントの防止対策の部分」、６、７、８の「雇用される障害者に寄り添っ
た職場環境の整備の部分」及び「障害者・健常者が共に働きやすい職場環境を構築の部
分」並びに９、「Ⅱ 福利厚生施策の充実について」、「Ⅲ 人事評価制度について」、
「Ⅳ 職場環境改善について」の８とし、その他の事項については、管理運営事項等に
該当することから要望事項として整理しているので、これを前提に交渉を行う。 

 
（松田執行委員） 
本日、野村支所長、大津庶務課長におかれましては、ご多用のところ２５全農林福岡

分会要求第３号に基づく回答交渉の場を設けていただいたことに感謝申し上げる。 
また、日頃から全農林の活動にご理解とご協力を頂いていることに重ねて感謝申し

上げる。 
さて、今般提出した要求書は２０２５年秋闘にあたり検疫現場の第一線で働く組合

員からの意見を吸い上げて取りまとめたものである。 
令和７年は 10月時点での訪日外国人旅行客数は過去最高を記録し、管内ではミバエ

類の誘殺が相次ぐなど、職員にとって、非常に厳しい一年となった。全ての職員が意欲
をもって職務に取り組むことができるよう、職場環境の整備が重要である。 
本日は、要求事項の実現に向けて、誠意ある回答を頂けるものと思っているところで

ある。 



 

（野村支所長） 
門司植物防疫所福岡支所に勤務されている職員の皆様には、日々の業務の遂行に当

たって不断の努力をいただいていることについて感謝申し上げる。 
それでは、交渉対象とする事項について回答させていただく。 
最初に、Ⅰ労働諸条件の改善についての１から４について一括して回答する。 
超過勤務については、事前の超過勤務命令を徹底し、勤務時間外の業務指示は行わな

いよう努めること、上限時間を十分認識し、超過勤務の縮減に努めることを、管理者に
対し指導するとともに、定期的に超過勤務縮減の取組を検証し、超勤の縮減対策を図っ
て参りたい。 
また、勤務間インターバルの確保については、令和６年３月２９日付で庶務課長会議

申合せ「新たな超過勤務縮減対策について」を改正し、職員の１１時間の勤務間インタ
ーバルの確保を努力義務として規定したところであり、超過勤務の縮減や弾力的な勤
務時間の割振り等を通じて職員の勤務間インターバルを確保できるよう努めてまいり
たい。 

 
次にⅠの５のハラスメント防止策の徹底について回答する。 
ハラスメント防止対策については、秘書課長通知により、セクシュアル・ハラスメン

トの防止及び排除のための措置等を明確にしているところであり、パワー・ハラスメン
トの防止については、「パワー・ハラスメントを起こさないために注意すべき言動例」
の周知や令和２年６月に制定された人事院規則の内容を職員に周知してきたところで
ある。また、全職員を対象としたハラスメント防止チェックシートや管理職を対象とし
たｅラーニングの実施等により啓発を行ったところであり、引き続きハラスメントの
ない職場づくりに取り組んでまいりたい。 

 
次にⅠの６について回答する。 
年次休暇や夏季休暇を計画的に取得することは重要であると考えており、職員掲示

板や所内会議等において、休暇計画表を作成し各自記入すること、また、ゴールデンウ
ィーク及び夏季休暇の取得並びに年末年始の際に年次休暇と組み合わせ、長期連続休
暇となるよう努めることなどを促す等、職員が休暇を取得しやすい環境づくりをして
いるところであり、引き続き徹底してまいりたい。 
また、諸休暇や各種休業制度については、掲示板に制度等の概要を掲載するなど職員

周知を図るほか、照会があった場合には個別に対応を行っているところであり、引き続
き、利用しやすい職場環境の整備に努めてまいりたい。 

 
次にⅠの７について回答する。 
妊娠・出産・育児に関わる休暇については、育児等と仕事の両立を尊重する風土の醸

成により、職員が能力を十分に発揮し、効率的な公務運営を実現できるよう、人事院通
知「妊娠・出産・育児・介護と仕事の両立支援制度の活用に関する指針」に基づき、メ
ールやポータルサイトを活用した情報発信、相談体制の整備、研修の実施等に取り組ん
でいるところである。 
諸休暇等については、職員から照会があった場合には個別に対応を行っているとこ

ろであり、引き続き利用しやすい環境を維持してまいりたい。 



 

次にⅠの８の障害者雇用について回答する。 
障害者の雇用については、引き続き、障害者の要望や実態の把握を行い、きめ細かい

対策を講ずるなど、環境整備を含め障害者が働きやすい職場づくりに努めてまいりた
い。 

 
次にⅠの９について回答する。 
管理者と職員とのコミュニケーションについては、引き続き管理職が率先して職員

とのコミュニケーションを図り、業務を円滑に行うことができる環境づくりに努力す
る考えである。 

 
次にⅡ福利厚生施策の充実について回答する。 
メンタルヘルス対策については、「農林水産省職員の心の健康づくりのための指針」

及び「農林水産省職員の心の健康づくりのための運用方針」に基づき、心の健康に対す
る管理職員の意識向上のため、定期的にメンタルヘルス研修を実施しているほか、心の
健康に問題のある職員の早期発見・早期対応のため、職場内の相談体制や外部の専門機
関に相談できる体制を整備しているところであり、引き続き職場や専門家が連携して
対応する考えである。 

 
続いてⅢ人事評価制度について回答する。 
人事評価については、評価結果が処遇に活用されることから、期首面談においては、

評価者と被評価者の間で認識を共有して目標を確定するとともに、期末面談にあたっ
ては、理由を含めて丁寧に説明するよう引き続き指導してまいりたい。 
コミュニケーションについては、先ほども申し上げたところであるが、人事評価制度

にかかわらず今後とも奨励してまいりたい。 
 
最後にⅣ職場環境改善の８について回答する。 
夏季休暇については、７月から９月までに業務の都合により休暇を取得できない職

員が減るよう業務の平準化等を図るとともに、職員掲示板や各種会議等の場を活用し
て、職員が休暇を取得しやすい環境づくりをしているところであり、引き続き徹底して
まいりたい。 
また、当該期間中に休暇を使用することが困難な職員については、前後各１月に夏季

休暇が取得できるよう柔軟に対応してまいりたい。 
 
（松田執行委員） 
秋闘要求書にご回答いただき感謝申し上げる。 
当局におかれましては、門司植物防疫所福岡支所内の労働条件の改善、健康管理への

対応など、日頃から誠意をもって積極的に対応いただいていると理解する。 
検疫業務の煩雑化が進む中において、限られた人員で適切な業務対応を行う上にお

いて、職員が最大限のパフォーマンスを発揮できるよう、より良い職場づくりに向けた
配慮をお願いする。 
また、今回、交渉の対象とならなかった事項についても、それらは全て職員からの切

実なる願いであることを理解し、今後とも誠実な対応をお願いする。 



 

（野村支所長） 
 本日の交渉を踏まえ、今後とも、職員の皆様の意見にも十分配慮し、職員が安心して
働きやすい職場となるよう、引き続き努力してまいりたい。 
 
（大津庶務課長） 
以上をもって、全農林労働組合福岡分会からの要求に基づく交渉を終了する。 










